
防府市雇用安定補助金交付要綱 

                       令和２年７月１５日制定 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮

小を余儀なくされた事業者が、一時的に休業を行い、労働者の雇用維持を図

った場合に、休業手当、賃金の一部を補助する防府市雇用安定補助金の交付

について、必要な事項を定めるものとする。 

 （補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号の要件を全て満たすものと

する。 

(１) 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規定する中小 

企業者のうち、市内に本社または事業所を持つ法人又は個人であること。 

（２） 市内に本社又は事業所に属する被雇用者が、新型コロナウイルス感染 

     症の影響による、令和２年４月１日から令和３年４月３０日までの間に

係る雇用保険法施行規則（昭和５０年労働省令第３号）第１０２条の２

の規定に基づく雇用調整助成金又は職発０３１０第２号の規定による緊

急雇用安定助成金（以下「雇用調整助成金等」という。）の支給決定の

対象であること。 

（３） 雇用調整助成金等の助成率が５分の４であること。 

（４） 市税の滞納がないこと。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響に 

   よる徴収猶予の適用を受けた場合はこの限りではない。 

（補助金の額）  

第３条 補助金の額は、雇用調整助成金等の支給金額から教育訓練及び出向に

係る額を減じた額に、８分の１を乗じ、１円未満を切り捨てた額とする。ま

た、同一の補助対象事業者に対する補助金の上限額は、１００万円とする。 

（補助金の交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者は、防府市雇用安定補助金交付申請

書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければなら

ない。 

(１) 雇用調整助成金等の支給決定通知書の写し 



（２） 雇用調整助成金等の国への提出書類の写し 

（３） 市税の滞納がないことの証明書 

（４） チェックシート 

（５） その他市長が必要と認める書類 

（申請期間） 

第５条 補助金の申請期間は、令和２年７月１５日から令和３年８月３１日ま

でとする。ただし、雇用調整助成金等の支給決定状況及びその他やむを得な

い事情により申請期間に遅れる場合は、この限りではない。 

（補助金の交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があった場合には、その 

内容を審査し、適当であると認めるときは、予算の範囲内において補助金の 

交付を決定するものとする。 

２ 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、防府市雇用安

定補助金交付決定通知書（様式第２号）により、当該申請を行った補助対象

事業者に通知する。 

（補助金の請求及び交付） 

第７条 第６条第２項の通知を受けた補助対象事業者は、補助金の交付を受け

ようとするときは、防府市雇用安定補助金交付請求書（様式第３号）を市長

に提出しなければならない。 

 （補助金の交付） 

第８条 市長は、前条の規定による請求書の提出を受けた場合において、これ 

 を審査し適当であると認めるときは、速やかに補助対象事業者に当該請求額 

 を支払うものとする。 

 （補助金の交付決定の取消し） 

第９条 市長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めると 

きは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(１) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２） この要綱に違反したとき。 

（３） 前各号に掲げる場合のほか、市長が交付決定を取り消すことが適当 

であると認めたとき。 



２ 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合、当該取消しに係る

部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還

を命ずるものとする。 

（補足） 

第10条 この要綱に定めるもののほかこの要綱の運用に関し必要な事項は、そ 

 の都度市長が指示する。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年７月１５日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年９月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年１２月３１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年２月２８日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 



様式第１号（第４条関係） 

年  月  日 

 防府市長       様 

（申請者）                

住   所               

名   称               

代 表 者               

（ 担 当 者 ）              

電 話 番 号               

 

防府市雇用安定補助金交付申請書 

 

 防府市雇用安定補助金交付要綱第４条の規定により、補助金の交付を受けた

いので、下記のとおり申請します。 

 また、市税納入状況を必要な場合に調査されることに同意します。 

 

記 

１ 補助金交付申請額 

 

支給申請額           円 

 

２ 添付書類 

(１) 雇用調整助成金等の支給決定通知書の写し 

（２） 雇用調整助成金等の国への提出書類の写し 

（３） 市税の滞納がないことの証明書 

（４） チェックシート 

（５） その他市長が必要と認める書類 

 



様式第２号（第６条関係） 

指 令 防 商 第      号 

令和 年（   年）  月  日 

様                          

 

防府市長        印 

 

防府市雇用安定補助金交付決定通知書 

 

年  月  日付けで交付の申請のありました防府市雇用安定 

          下記のとおり交付する 

補助金について、              ことを決定しましたので 

          不交付とする 

通知します。 

 

記 

支給金額          円 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第７条関係） 

請 求 書 ・ 領 収 書 
 

【 担当課 ：     】 
 

金額 

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 

           
                       

   内訳   防府市雇用安定補助金                    

                                      

 

    上記のとおり請求します。 

 
  令和  年  月  日 
 

  防府市長 池田 豊 様 

 

              住所   

                   

              氏名                       

 

             【口座振替依頼の方は、下記の枠内に記入してください。】 

≪ 債権者コード ≫      

振  込  先 

金 融 機 関 名 

 
銀行・信用金庫・労働金庫・ 

農協・漁協・信用組合 

 支店・支所・出張所 

口座番号･種別        １:普通  ２:当座 

口 座 名 義 
カ タ カ ナ で 

記 入 願 い ま す 

 

 

 

 
 
    上記の金額を領収しました。 

 
令和  年  月  日 

 
防 府 市 会 計 管 理 者 様 

 

      住所 

 

      氏名                      

収入印紙 

 

口座振替は不要 

 

 


